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　町では、令和２年度職員採用試験（大学卒業程度）を次のとおり行います。
▷職種および採用予定数
　①行政　　②建築　　③保健師　　※それぞれ１名程度
▷採用予定日　
　令和３年４月１日
▷受験資格
　大学卒業以上の学歴を有する（令和３年３月卒業見込者を含む）
　平成３年４月２日以降の出生者
▷試験日
　１次試験は令和２年７月12日(日)。２次試験は９月中を予定しています。
▷試験場所
　１次試験は青森市内を予定しています(後日通知します)。
▷申込受付期限
　５月29日(金)まで　午前８時15分〜午後５時(土日を除く)　
　※郵送の場合は５月29日(金)必着
▷受験申込書等
　受験申込書等は総務課人事行政班で配付するほか、町のホームページからもダウンロードできます。
■問い合わせ・申込先　
　鶴田町役場 総務課 人事行政班　TEL：0173（22）2111(内線272)

鶴田町の職員を募集します

　新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を
行うため、特別定額給付金（仮称）事業が実施されることになりました。
　現時点での決定事項について、次のとおりお知らせいたします。

○給付対象者
　基準日（令和２年４月 27 日）において、住民基本台帳に記録されている者
○受給権者（給付金を受け取ることができる人）
　住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主
○給付額
　給付対象者 1 名につき 10 万円
○準備するもの

【郵送方式】
　（1）本人確認書類の写し
　（2）振込先口座の確認書類

【オンライン申請方式】（マイナンバーカード保持者は、国の「マイナーポータル」サイトから申請可能です）
　（1）振込先口座の確認書類
○申請書類郵送時期（予定）
　令和 2 年 5 月 20 日（水）から順次発送
○給付開始時期（予定）
　令和 2 年 5 月 29 日（金）から順次手続
○申請期間（予定）
　令和 2 年 5 月 21 日（木）から令和 2 年８月 20 日（木）まで
○給付方法
　給付は原則として口座振込となります。やむを得ない場合に限り、窓口における申請受付・給付を行います。
　受付窓口：国際交流会館 1 階　ロビー　（午前８時 30 分から午後４時 30 分まで 　土、日、祝日を除く）

・ 申請書類が届きましたら、口座番号等をご記入のうえ、必要書類を添付し、同封の返信用封筒にてご返送く
ださい。申請書類に不備がある場合、振込に日数がかかりますので、申請前に内容をよくご確認ください。

　（また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り郵送での手続きをお願いいたします）
・詳細につきましては、今後郵送される申請書類や総務省ホームページをご確認ください。
■問い合わせ・申込先　
　・鶴田町役場 企画観光課 まちづくり班　TEL：0173（22）2111（内線261 〜 263）
　・特別定額給付金コールセンター TEL：0120-260020（午前9時から午後6時30分まで 平日、休日問わず）

特別定額給付金（10万円給付金）のお知らせ


